


政務調査報告書 

 

報告者 向井千尋 

日時 2017年 5月 19日（金）20日（土） 

会場 婦選会館（東京都渋谷区代々木 2－21－11） 

調査研究名 公教育の理念を生かすために 

内容  基調講演「公教育の実施主体としての地方自治体」 講師；中村文夫氏

（教育行財政研究所主宰） 

・教育内容、教育財政の決定権は国家、教育委員、校長、教育行政（役

人）にあるのではなく住民、地域にある。 

・給食費を公開することで、予算決算をチェックできる。国会で質問、

2/3が公開、3000億。 

・教育福祉考えられていない。就学援助必要。 

・公教育の市場化、公設民営化…大阪、愛知 

・統廃合：基準が小学校 4キロ、中学校 6キロが片道 1時間以内（バス）

に。 

・貧困化。地域を見る。 

・学校のはじまりは京都の京都市番組小学校。1872年。かまど銭を集め、

地域の複合施設をつくった。天皇がいなくなった→子どものための施設

を！ 

・ＯＥＣＤ教育策の問題。 

・給食実施率・・小 98.5%、中 82.6%。 

・給食費管理の問題点。校長の管理、総額予算主義、公会計以外の現金を

学校に保管できない、私会計の処理は職務専念義務違反。 

・給食費の公会計化 

・給食費の未納は福祉への気づき。早期対応を。 

・給食費無償化自治体 15パーセント、滑川町。 

・相生市・・子育て支援日本一。 

・就学援助の必要な入学前準備の支給を。 

 

 

「自治体行政におけるジェンダー平等」皆川満寿美氏（早稲田大学講師） 

・女性活躍掲げるが、日本は男女格差、政治など 111 位。先進国ではな

い。 

・ネパールと日本の比較。 

・ジェンダー平等政策、男女平等政策。 



・「男女共同参画」とは。1999年男女共同参画基本法。 

・2001年内閣府男女共同参画局。ジェンダー平等 

・地方自治体における男女共同参画基本法 

 都道府県は計画をさだめなければならない。市町村は定めるように努

力しなければならない。 

・都道府県は制定、市町村は 73.8%。 

 

「ネット社会におけるメディアリテラシー」高橋恭子氏（早稲田大学教

授） 

・10~17歳の 80.2%がネット利用。高校生の 20.5%が一日平均 5 時間以

上ネット利用。保護者も 91.8%が利用し、そのうち 32.1%が 1 日平均 2

時間以上費やす。 

・メディアリテラシーと情報リテラシーとの違い。メディアは、テレビ、

新聞、インターネットなどはなんらかのメッセージがある。 

・ＩＣＴメディアリテラシーとは主体的に取り組むことを内閣府は促進

している。 

・リテラシーとは、専門の知識を獲得して使いこなすこと。 

・メディア社会を生きる＝空気のように偏在する社会 

・カナダ オンタリオ州…先進国 

・メディアリテラシーとは主体的に生きる力を獲得する、批判的、クリ

ティカル、客観的にみる、創造的、クリエイティブな力。「クリティカル

とクリエイティブ」 

・カナダの教材「スパゲッティストーリー」（ＤＶＤ視聴する） 

・グループ討議 

 

 

「スウエーデンの小学校社会科教科書を読む」鈴木賢志氏（明治大学教

授） 

・人口 1000万人の国の経済力、アイディア、発明の力 

 ボルボ、Ｈ＆Ｍ、イケア、ノーベル、ペースメーカー・・・ 

・ＧＤＰ高水準 

・高い福祉サービス、だれもが自分の最大限の能力を発揮して働く、社

会に貢献する 

・投票率 85.8％、政策が変わると影響をうけるのは若い人。 

・社会科「わたしたちはなぜ社会に生きているのか」記憶する教科では

なくかんがえる教科「わたしたちは社会的存在だから、政治に関わる。



弱い人を守るため。」 

・ソーシャルメディアの使い方、主体的に使う。 

・子どもは「小さな社会人」とされている。 

・規則はあるものではなく、自分たちで作るもの、変えるものという意

識が強い。 

 

 

 






